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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表板、側板、及び裏板を有し、内部が中空形状に形成されたボディを有する弦楽器であ
って、
　前記表板の表板外面に取設されたブリッジと相対する表板内面に前記ブリッジの長手方
向に沿って配され、互いに対向する一対の前記側板の側板内面の間を架渡され、前記ボデ
ィの内部の中空空間を少なくとも二つ以上に区画する内部振動板を具備することを特徴と
する弦楽器。
【請求項２】
　前記中空空間は、
　前記ブリッジの上方に位置し、前記表板に貫設されたサウンドホールと連通する第一共
鳴空間と、
　前記ブリッジの下方に位置し、前記第一共鳴空間と前記内部振動板によって区画された
第二共鳴空間と
を有して構成され、
　前記表板は、
　前記第二共鳴空間と連通する第二サウンドホールが貫設されていることを特徴とする請
求項１に記載の弦楽器。
【請求項３】
　前記内部振動板の近傍の前記表板内面に取設された支持部と、
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　前記支持部から垂設され、バー先端部が前記内部振動板の振動板面の一部と接続してな
る振動バーと
を具備することを特徴とする請求項１に記載の弦楽器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、弦楽器に関するものであり、特に、アコースティック・ギター等の弦楽器の
表板内面に取付けられ、弦楽器のボディを補強して支持する機能を有するとともに、表板
の振動による響きを調整することが可能なブレースバーを具備する弦楽器に関するもので
ある。
【０００２】
　従来から、張設された弦の振動を中空のボディの内部で共鳴させ、表板を振動させるこ
とにより、それぞれの弦楽器に特有の音色を響かせることが可能なギター等の弦楽器が製
作されている。ここで、一般的なギターを例にして説明すると、係るギターは、その主た
る構成として、表板、側板、及び裏板によって内部が中空状に形成されるボディと、該ボ
ディから上方に突出するように設けられたネックと、ネックの上面に接着される指板と、
ボディの表板外面の中央部分に設けられたブリッジと、表板内面に設けられた表板補強用
の複数のブレースバーと、ネックの先端に設けられたヘッドと、ブリッジ及びヘッドの間
に張設された複数本の弦（例えば、ギターの場合は、一般に６本）とを主に具備している
。
【０００３】
　ここで、ボディの表板内面に取付けられる複数本のブレースバーは、前述したように、
表板の強度を補強するための役割を有するとともに、係るブレースバーのレイアウト、長
さ、材質、形状等により、音の強度、音色、又は共鳴等の弦楽器の音特性に大きな影響を
及ぼすことが知られている。そのため、弦楽器の製作者は、係るブレースバーの取付及び
レイアウト等に細心の注意を払っている。
【０００４】
　一般に、ブレースバーは、木材等を加工した棒状の部材から構成されるものであり、平
板状の表板の表板内面に密着して固定可能なように、少なくとも一面に平らな面が設けら
れている。そして、表板とは、一般に弦楽器製作に使用される接着剤を利用し、上述の平
らな面に接着剤を塗布することによって貼り合わされている。ここで、複数本のブレース
バーのレイアウトは、表板中央に貫設されたサウンドホールの下方位置からボディの下端
に向かって扇状に配設されるものが一般的に知られている。さらに、表板の高音振動領域
及び低音振動領域でそれぞれブレースバーの長さや形状、材質等を変化させる試みも行わ
れている。
【０００５】
　また、複数本のブレースバーを上記のように単純に扇状にレイアウトするものに限られ
るものではなく、長短のブレースバーを縦横に配置し、音特性を向上させるものが知られ
ている（例えば、特許文献１参照）。また、ブレースバーのそれぞれの両端部を先端から
中央付近に向かって傾斜するように加工するものもあり、表板の配置位置に合わせて傾斜
角度を変化させるような調整も図られている。
【０００６】
【特許文献１】特許第３８４７７４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述したようなギター等の弦楽器は、ブレースバー全体が表板内面に沿
って密着するように貼合わせたものであり、表板全体を平均的に振動させるものであった
。すなわち、表板の特定の領域（スポット）を集中して振動させるような構成のものは従
来は存在していなかった。
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【０００８】
　ここで、音は従来から周知のように、一点の発生源から発生した音は、波動としてその
周囲に伝搬するものであり、特定の領域を強く振動させることができる。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記実情に鑑み、表板の特定の領域（スポット）を振動させること
により、表板全体を共鳴させ、弦楽器の音特性の向上を図ることの可能な弦楽器を提供す
ることを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以下、課題を解決するための手段としての本発明の構成を、後述の参考例の弦楽器が備
える構成も含めて説明する。
【００１１】
　ここで、弦楽器とは、例えば、弦の振動を利用して音を発生する楽器であり、その一例
を挙げると、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス等の弦を弓等で擦って振動させ
る擦弦楽器、ピアノ等の弦を叩いて振動させる打弦楽器、及びギター、マンドリン、リュ
ート等の指等で弦を弾いて振動させる撥弦楽器などが知られている。これらは、いずれも
弦の振動を共鳴させることによって大きな音を発生させるものである。なお、本発明は、
内部に中空状のボディを備える弦楽器を想定するため、主に擦弦楽器または撥弦楽器がそ
の対象として挙げられる。
【００１２】
　また、コーン振動調整部の振動コーン部とは、木材等を例えば、薄板状に加工したもの
であって、スピーカーに用いられるスピーカーコーンのように振動によって音の伝搬を可
能とする振動板として作用するものである。このとき、薄板状の振動板は表板内面に接着
剤等によって貼着されるため、振動板の振動が表板に伝達され、表板全体が振動すること
となる。さらに、音の振動は、前述したように、波動として伝わるため、該振動板を中心
として表板には、略同心円状に音が拡がることとなる。ここで、振動板の形状は、特に限
定されないが、音の拡がりに合わせ、或いは音の伝搬を阻害しないようにするために、例
えば、円形状、楕円形状、或いは洋なし形状等の主に曲線から形成された外周形状を有す
るものが好適と考えられる。さらに、コーン振動部の素材は、前述した木材に限定される
ものではなく、金属、ガラス、紙等の木材以外の素材を用いるものであってもよい。また
、木材を用いた場合でも、目的とする音特性を得るために、使用する木材の材質や硬度等
を適宜変化させるものであってもよい。また、振動コーン部の形状は、特に限定されない
が、例えば、平板状、円錐状、半円球状、及び波形状の少なくともいずれか一つの形状で
構成されるものであってもよい。
【００１３】
　一方、凹部とは、表板を凹状に切削したものである。ここで、上述のコーン振動部を単
に表板内面に貼着することも想定されるが、音の伝搬をより確実に行うために振動板の外
形状と略一致するような凹部側壁の内周形状を有するように凹部が形成される。さらに、
係る凹部は、緩挿されるコーン振動部の形状に略一致するように加工されているため、振
動板が緩挿された状態では、凹部側壁と振動板の外周壁との間に所定の間隔が保持されて
いる。ここで、凹部は表板内面等を凹状に切削加工したりするもの等が例示される。ここ
で、凹部振動調整部は、上述のコーン振動調整部から薄板状の振動コーン部の構成を除去
したものであり、これによっても上述と同様の作用効果を奏する場合もある。
【００１４】
　また、溝部振動調整部とは、表板の表板内面及び裏板の裏板内面の少なくともいずれか
一方を、溝状に穿設した溝部と溝部によって囲まれた所定形状（例えば、楕円形状）の凸
部を有している。ここで、凸部の上面は、表板内面または裏板内面に一致している。すな
わち、側方から見ると、溝部の最深部の位置から上方（ボディの内部の空間方向）に突出
するように構成されている。なお、凸部の上面に、コーン振動調整部の薄板状の振動コー
ン部を貼着するものであっても構わない。これらのコーン振動調整部及び溝部振動調整部
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が表板及び／または裏板の振動を調整することとなる。
【００１５】
　したがって、表板の表板内面或いは裏板の裏板内面を形成し、凹部を形成し、係る凹部
にコーン振動部を緩挿するように嵌込んで貼着すること、若しくは表板内面及び裏板内面
に溝部及び凸部を形成することにより、弦楽器の共鳴を長く持続することができ、発生す
る音を大きくする等の音の特性を変化させることが可能となる。ここで、コーン振動部に
使用される材質の一例としては、表板とは異なる松、杉、ラワン等の木材を使用すること
が可能である。なお、表板及び裏板のいずれに係る凹部を設けたものであっても、上記の
音特性を向上させる作用を奏することが期待される。
【００１６】
　ここで、ギター等の弦の一般的な配置から、表板内面を内部正面から視た場合、向かっ
て左方側が短い波長からなる高音を発生させる高音振動領域とされ、向かって右方側が長
い波長からなる低音を発生させる低音振動領域とされることが知られている。そこで、高
音振動領域には、高い周波数で共鳴するような振動面積が小さく、かつ／または硬質から
なる材料を選択し、振動コーン部を形成し、一方、低音振動領域には、低い周波数で共鳴
するような振動面積が比較的大きく、かつ／または軟質からなる材料を選択し、振動コー
ン部として形成することにより、振動コーン部のみで音特性の調整を図る場合、ブレース
バーを利用する場合のいずれであっても良好な音特性の調整が可能となる。なお、係るサ
イズ及び素材等の選択は、第二振動コーン部に対しても同様に行うものであっても構わな
い。
【００１８】
　ここで、ブレースバーとは、上述した振動コーン部と接続される一対のコーン連結脚及
びコーン連結脚を横架して連結する横架連結部を有するものである。すなわち、従来のよ
うな、ブレースバーと異なり、表板内面と面接触をするのではなく、コーン連結脚を介し
て点（或いはスポット）で連結されるものである。ここで、ブレースバーには、上述した
振動コーン部と同様に表板とは異なる松、杉、ラワン等の木材を使用することが可能な他
、アルミニウム及び銅等の金属類、ＣＦＲＰ（炭素繊維強化プラスチック）等の複合材料
、或いは、その他ガラスや紙等の材質のものを使用することもできる。また、コーン連結
脚と振動コーン部の間の連結は、例えば、通常の接着剤を使用するものであってもよい。
【００１９】
　したがって、振動コーン部による音特性の向上に加え、ブレースバーによる効果によっ
て、弦楽器の音特性をさらに向上させることができる。さらに、ブレースバーによって、
表板を少なくとも二点で支持することができ、従来のブレースバーと同様に、表板の強度
を支持し、補強する機能を併せて有することになる。
【００２１】
　ここで、凹部、振動板、及びブレースバーに係る構成は、既に説明したものと略同一で
あるため、ここでは説明を省略する。さらに、貫通孔部は、表板の表板内面及び表板外面
を貫通するように設けられるものである。なお、一般的なギターの場合、表板の略中央付
近には、内部で共鳴した音を放射するためにサウンドホールと呼ばれる円形状の孔が設け
られている。そして、該貫通孔部は、ブリッジの上方または下方に、例えば、当該サウン
ドホールよりも小径に設けられ、謂わば「補助のサウンドホール」としての機能を有して
いる。このとき、貫通孔部には、第二振動コーン部が緩挿し、貫通孔部の貫通孔壁に触れ
ないように所定の間隔を保持するようにコーン連結脚に支持されている。すなわち、貫通
孔部の孔を塞ぐとともに、貫通孔部に緩挿された状態で弦の振動に応じて自由に振動する
ことが可能となっている。その結果、発生する音の特性の調整を図ることができる。
【００２２】
　したがって、補助のサウンドホールとなる貫通孔部が複数設けられ、それぞれに第二振
動コーン部が緩挿して支持されるため、ブレースバーを通し、直接第二振動板を振動させ
ることで、音が外部に発せられる。これにより、従来のブレースバーでは発生させること
のできなかった複雑な音を生じさせることが可能となる。なお、表板の貫通孔部は、必ず
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しも全体が穿孔されている必要はなく、音を振動板から放射しやすくするため、スリット
状及び格子状のように、一部に孔部が設けられているものであれば構わない。
【００２４】
　したがって、一対のコーン連結脚及びブリッジ連結脚によって少なくとも三点でブレー
スバーが表板内面に支持されることになり、或いはコーン連結脚及びブリッジ連結脚の少
なくとも二点でブレースバーが表板内面に支持されることになる。これにより、ブレース
バーが表板に安定して取付けられることになる。さらに、ブリッジ連結脚がブリッジの取
付位置に相対するように設けられることから弦の振動がブリッジを介して表板に伝搬し、
当該表板の振動がブリッジ連結脚を通じてブレースバーに伝わることとなる。これにより
、弦楽器の音特性をさらに良好なものに変化させることが可能となる。
【００２５】
　ここで、ブレースバーの形状は、特に限定されないが、横架連結部を交差させ、Ｘ字形
状またはＶ字形状、若しくはこれらを組合わせて形成されることができる。係る形状によ
れば、一対（二本）の横連結部がＸ字形状またはＶ字形状、若しくはこれらを組合わせて
形成され、互いに少なくとも一点で交差するようにしてブレースバーが形成されている。
これにより、表板の支持が少なくとも三点で行われることとなり、上記の作用に加え、弦
楽器によって発生する音の音特性の調整をさらに詳細に行うことが可能となる。ここで、
ブレースバーの形状の一例を説明すると、例えば、ブリッジ付近で交差するようにしたＸ
字形状、或いはブリッジ付近で屈曲したＶ字形状、さらには、三本の横架連結部を組合わ
せ、中心付近で交差するようにした“＊”形状等にすることが可能である。
【００２７】
　したがって、表板内面に取設されたＴ字形状若しくはＬ字形状のブレースバーと、ブレ
ースバーの振動部と裏板内面との間を接続する魂柱を有して構成されている。この状態で
、弦楽器の弦を弾くとブリッジを介して表板が振動し、さらにボディ内部の空気が振動す
る。さらに、表板内面に取付けられたブレースバー及び魂柱が表板及び裏板の間を架渡す
ように設けられ、魂柱の柱先端部が裏板の裏板内面と当接している。そのため、弦の振動
を係るブレースバー及び魂柱によっても伝えることが可能となる。特に、魂柱は、ブリッ
ジに対して直交するように配された長棒状の振動部を有するブレースバーに取付けられて
いるため、ブリッジを介してブリッジの下位置にある裏板にそれぞれ伝達することが可能
となる。その結果、弦楽器による音の特性の向上を図ることができるようになる。なお、
魂柱及びブレースバー等は、前述した場合と同様、木材、金属、プラスチック樹脂等の各
種素材を使用するものであっても構わない。さらに、魂柱の柱先端部と裏板内面とは、接
着剤等の固定手段によって強固に固定されている必要はなく、ブレースバーと裏板との間
に挟み込まれているものであってもよい。また、ブレースバーの形状は、ブリッジに相対
する表板内面の位置を中心に弦楽器の長手方向に沿って両方向に振動部を延設したＴ字形
状のものであっても、或いはブリッジに相対する表板内面の位置から一方向に振動部を延
設したＬ字形状のものであっても構わない。さらに、Ｔ字形状であっても、バー基礎部の
取付位置から振動部の互いの先端位置までの長さが異なるものであっても構わない。これ
らの設定の変更により、弦楽器の音特性を調整することが可能となる。
【００２８】
　一方、本発明の弦楽器は、「表板、側板、及び裏板を有し、内部が中空形状に形成され
たボディを有する弦楽器であって、前記表板の表板外面に取設されたブリッジと相対する
表板内面に前記ブリッジの長手方向に沿って配され、互いに対向する一対の前記側板の側
板内面の間を架渡され、前記ボディの内部の中空空間を少なくとも二つ以上に区画する内
部振動板」を具備する。
【００２９】
　したがって、本発明の弦楽器によれば、内部振動板によってボディの内部の中空空間が
少なくとも二つ以上に区画されている。これにより、表板及び裏板の振動、及び中空空間
で共鳴する音を調整し、音の特性を向上させることが可能となる。このとき、表板内面に
対し、内部振動板の板面を直交又は所定角度に傾斜させて取設することができ、これらの
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調整によっても上記音の特性の精細な向上が図られる。また、内部振動板は、一枚板から
構成され、互いの側板の間を連結することにより、中空空間を二つ以上に完全に閉塞する
ものであっても、一部に空孔のようなものを設け（例えば、側板との接続箇所の近傍）、
区画されたそれぞれの空間を連通するものであっても構わない。なお、内部振動板のボデ
ィへの固定は、側板の側板内面にそれぞれ設けられ、内部振動板の板幅と略一致する間隔
だけ離間させた一対の挿止爪を利用し、係る挿止爪の間に内部振動板を挿入して固定する
ことができる。さらに、内部振動板の一辺（下辺及び上辺）と表板内面及び裏板内面とは
接する必要はなく、所定の間隔の隙間を設けたものであってもよい。ここで、本願発明の
内部振動板による作用効果は、上述した弦楽器の振動コーン部の構成と略同一の作用効果
を奏するものである。すなわち、振動コーン部の場合、表板内面等に沿って接触し、表板
の振動を伝達することが可能であるものに対し、一方、内部振動板は、表板内面に直交す
るように設けられているものの、表板の振動によって該内部振動板も同様に振動するもの
である。そして、係る構成によって、共に弦楽器によって発せられる音の増大作用等を具
備するものである。そのため、両者は発明の単一性の要件を十分に具備するものと認めら
れる。
【００３０】
　さらに、本発明の弦楽器は、上記構成に加え、「前記中空空間は、前記ブリッジの上方
に位置し、前記表板に貫設されたサウンドホールを介して外部と連通する第一共鳴空間と
、前記ブリッジの下方に位置し、前記第一共鳴空間と前記内部振動板によって区画された
第二共鳴空間とを有して構成され、前記表板は、前記第二共鳴空間と連通する第二サウン
ドホールが貫設されている」ものであっても構わない。
【００３１】
　したがって、本発明の弦楽器によれば、区画された中空空間の一部に第二共鳴空間と連
通する第二サウンドホールが設けられている。ここで、ギター等の弦楽器は、サウンドホ
ールは一般的に表板の略中央付近であって、ブリッジの上方に一箇所設けられている。し
かしながら、例えば、ブリッジを境にして上下に二つに区画した場合、一方の空間は上記
サウンドホールと連通しているため、当該部位から内部の中空空間で共鳴した音が外部に
拡散、放射されることになる。これに対し、他方の空間（サウンドホールのない空間）で
は、音の拡散、放射が十分に行われず、音が籠もったり、鈍くなったりするなど、反って
音の特性の向上を阻害することがある。そこで、区画したそれぞれの空間（第一共鳴空間
及び第二共鳴空間）が、サウンドホールと連通するように、第二サウンドホールを設ける
ことにより、上記問題の解決を図ることができる。
【００３２】
　さらに、本発明の弦楽器は、上記構成に加え、「前記内部振動板の近傍の前記表板内面
に取設された支持部と、前記支持部から垂設され、バー先端部が前記内部振動板の振動板
面の一部と接続してなる振動バーと」を具備するものであっても構わない。
【００３３】
　したがって、本発明の弦楽器によれば、内部振動板と表板内面に設けられた支持部及び
振動バーとが接続している。これにより、内部振動板の振動と、表板から振動バーを通じ
て伝えられた振動が共鳴し、音の特性の向上が図られる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の効果として、弦楽器の中空空間内での音の振動を変化させ、音特性の向上を図
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】参考例としての第一実施形態のギターの概略構成を示す説明図である。
【図２】ギターの表板の構成及びブレースバーのレイアウトを示す説明図である。
【図３】ブレースバー及び振動コーン部の構成を示す説明図である。
【図４】ブレースバーの取付けられた表板の構成を示すＡ－Ａ概略断面図である。
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【図５】参考例としての第二実施形態のギターの表板の構成及びブレースバーのレイアウ
トを示す説明図である。
【図６】ブレースバーの取付けられた表板の構成を示すＢ－Ｂ概略断面図である。
【図７】参考例としての第三実施形態のギターの表板の構成を示す断面図である。
【図８】参考例としての第四実施形態のギターのブレースバー及び魂柱の構成を示す（ａ
）内部構造を示す説明図、（ｂ）Ｃ－Ｃ断面図、（ｃ）ブレースバーの構成を示す斜視図
である。
【図９】本発明の一実施形態である第五実施形態のギターの構成を示す（ａ）正面から見
た内部構造を示す説明図、（ｂ）内部振動板及び振動バーの当接状態を示す斜視図である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、参考例としての第一実施形態であるギター１について、図１乃至図４に基づいて
説明する。ここで、図１は第一実施形態のギター１の概略構成を示す説明図であり、図２
はギター１の表板２の構成及びブレースバー３のレイアウトを示す説明図であり、図３は
ブレースバー３及び振動コーン部４（以下、「コーン部４」と称す）の構成を示す説明図
であり、図４はブレースバー３の取付けられた表板２の構成を示すＡ－Ａ概略断面図であ
る。ここで、ギター１が弦楽器に相当する。なお、本実施形態において図示するギター１
は、一般的なアコースティック・ギターを例にして説明するものとする。
【００３７】
　本実施形態のギター１は、図１乃至図４に示すように、表板２、側板６、及び裏板（図
示しない）によって内部が中空形状に形成されたボディ８と、ボディ８から上方に突出す
るように設けられたネック９と、ネック９の上面に接着される指板１０と、ボディ８の表
板外面５の中央付近に設けられたブリッジ１１と、ネック９の先端に設けられたヘッド１
２と、ブリッジ１１及びヘッド１２の間に張設された弦１３とを具備して主に構成されて
いる。ここで、ボディ８等のギター１の主要構成部材は、一般のアコースティック・ギタ
ーと同様に木材を加工することによって形成されており、弦１３等の一部構成については
金属等が用いられている。
【００３８】
　さらに、ギター１の表板２は、ボディ８の内側から観察すると、図２に示すように、表
板２の中央付近に円形状のサウンドホール１４が貫設され、さらにサウンドホール１４の
下方に複数の略Ｅ字形状のブレースバー３が取付けられている。ここで、ブレースバー３
の取付けについてさらに詳述すると、ブレースバー３は、木材を加工することによって、
横方向から見ると略Ｅ字形状を呈するように形成され（図４参照）、表板２の表板内面１
５に沿って平行になるように配設される長手形状の横架連結部１６と、横架連結部１６の
それぞれの両端から長手方向に直交するように曲折された一対のコーン連結脚１７ａ，１
７ｂと、横架連結部１６の中央付近からコーン連結脚１７ａ等の突出方向に沿って設けら
れたブリッジ連結脚１８とを具備するものである。なお、本実施形態のギター１において
は、計４本のブレースバー３が表板内面１５に取付けられており、表板内面１５の高音振
動領域ＨＲには、長手形状が比較的短いブレースバー３が用いられ、低音振動領域ＬＲに
は、高音振動領域ＨＲよりも長いブレースバー３が用いられている。
【００３９】
　そして、ブレースバー３のコーン連結脚１７ａ，１７ｂには、それぞれ木材を薄板状に
加工した断面略楕円形状のコーン部４が接着剤を介して接着されている。ここで、各コー
ン部４の大きさは、前述の高音振動領域ＨＲに取付けられるブレースバー３用には、比較
的振動面積が小さなものが利用され、一方、低音振動領域ＬＲに取付けられるブレースバ
ー３用には、比較的振動面積が大きなものが用いられている。
【００４０】
　一方、コーン部４の取付けられたブレースバー３の取設される表板２は、表板内面１５
が、前述のコーン部４の外周形状に略一致するように形成され、表板外面５に取付けられ
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たブリッジ１１を間に挟むようにして互いに対向するように一対の凹部２１ａ，２１ｂが
計４組設けられている。ここで、凹部２１ａ等の形状は、コーン部４の外周形状よりも僅
かに大きくなるように形成されている。そのため、コーン部４の一方の振動面２２を凹部
２１ａ等の底面２３に当接するように緩挿し貼着すると、コーン部４の外周面２４及び凹
部２１ａ等の凹部側壁２５の間に所定の間隔の隙間が形成された状態となる。なお、上記
説明において、ブレースバー３とコーン部４を予め接着し、その後、表板内面１５の凹部
２１ａ等に接着するものを示したがこれに限定されるものではなく、凹部２１ａ等及びコ
ーン部４を先に接着し、その後ブレースバー３のコーン連結脚１７ａ等とコーン部４を接
着するものであってももちろん構わない。
【００４１】
　すなわち、図４に示すように、表板２はブレースバー３によって三点で支持されるとと
もに、ブレースバー３の両端のコーン連結脚１７ａ，１７ｂと連結されたコーン部４は、
それぞれ凹部２１ａ，２１ｂに所定の隙間を保った状態で貼着されることになる。なお、
ブレースバー３の横架連結部１６の中央付近から延設されたブリッジ連結脚１８は、表板
２の表板内面１５に接着剤を介して直に接着されている。ここで、ブリッジ連結脚１８の
表板内面１５の接着位置は、相対する表板２の表板外面５にはブリッジ１１が取付けられ
おり、弦１３を弾いたことにより振動がブリッジ１１から表板２に最もダイレクトに伝達
される部位である。
【００４２】
　上記構成を採用することにより、第一実施形態のギター１は、弦１３を弾いた振動がブ
リッジ１１を介して表板２及びブリッジ連結脚１８を通じてブレースバー３の全体に伝搬
し、さらにブレースバー３のコーン連結脚１７ａ，１７ｂを介してコーン部４及び凹部２
１ａ，２１ｂ、さらには表板２に伝搬することとなる。これにより、ボディ８の内部に弦
１３を弾いたことによりブレースバー３によって伝搬した表板２のコーン部４が振動する
ことにより、音が発生する。なお、コーン部４及び凹部２１ａ等からなるコーン振動調整
部の代替として、例えば、表板内面１５に所定幅の溝部を設け、当該溝部の一端同士を連
結することにより、溝部で周囲を囲った凸部を具備する溝部振動調整部を利用するもので
あっても構わない。これにより、音量の増大等の上記コーン振動調整部と同等の作用効果
を奏することが可能となる。さらに、凸部の上面に上述のコーン部４と同様の薄板状の部
材を貼着しても構わない。
【００４３】
　次に、参考例としての第二実施形態のギター３１について、図５及び図６に基づいて説
明する。ここで、図５は第二実施形態のギター３１の表板３２の構成及びブレースバー３
３のレイアウトを示す説明図であり、図６はブレースバー３３の取付けられた表板３２の
構成を示すＢ－Ｂ概略断面図である。なお、第二実施形態のギター３１の外観構成は、第
一実施形態のギター１と略同一であるため（図１参照）、ここではその詳細については省
略する。ここで、第二実施形態のギター３１は、第一実施形態のギター１と比して、表板
３２に設けられた補助のサウンドホールとして機能する貫通孔部３４、該貫通孔部３４に
緩挿し、支持される第二コーン部３５（第二振動コーン部に相当）、及びＸ字形状を呈す
るブレースバー３３を具備する点で相違している。以下、この相違点について特に詳述す
る。
【００４４】
　第二実施形態のギター３１は、図５及び図６に示すように、ギター３１の表板３２の中
央付近に設けられた円形状のサウンドホール１４の下方であって、表板外面３７に取設さ
れたブリッジ１１のさらに下方に相当する位置に、該サウンドホール１４よりも小さな二
つの貫通孔部３４が表板内面３６及び表板外面３７を貫通するように設けられている。な
お、ブリッジ１１の上方位置の表板内面３６には、第一実施形態のギター１の表板２と同
様に切削加工によって形成された二つの凹部３８が設けられている。すなわち、一つの凹
部３８に対して一つの貫通孔部３４がペアとなるように設けられている。なお、第二実施
形態のギター３１では、ブリッジ１１を挟んで互いに対角線上に位置する凹部３８及び貫
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通孔部３４を一組のペアとしている。
【００４５】
　ここで、それぞれの凹部３８は、第一実施形態のギター１において示したように凹部３
８と略同一形状に形成され、緩挿されることにより、凹部３８との凹部側壁３９との間に
所定の間隔の隙間が形成されるコーン部４が貼着可能となっている。
【００４６】
　さらに、ブレースバー３３は、図５等に示すように、二本の横架連結部４０を互いに交
差するようにしてＸ字形状を呈するように構成され、それぞれの横架連結部４０の両端か
ら横架連結部４０の長手方向に直交するように曲折した一対のコーン連結脚４１ａ，４１
ｂが設けられている。さらに、横架連結部４０の交差した箇所で、コーン連結脚４１ａ等
に沿って表板内面３６に向かって突出したブリッジ連結脚４２が形成されている。ここで
、一方のコーン連結脚４１ａ、換言すると、サウンドホール１４とブリッジ１１の間に設
けられた凹部３８に連結されるコーン連結脚４１は、第一実施形態のギター１と同様に先
端にコーン部４４が取付けられ、該コーン部４４が凹部３８に貼着されている。また、他
方の振動連結脚４１には、第二振動板３５が取付けられ、該第二振動板３５は表板３２に
貫設した貫通孔部３４に緩挿して支持されている。このとき、図６に示すように、第二振
動板３５の外周面４２と貫通孔部３４の貫通孔壁部４３との間には所定の隙間が形成され
ている。すなわち、第二振動板３５は、貫通孔部３４に挿入された状態で周囲に接するこ
となくコーン連結脚４１のみによって支持された状態にある。
【００４７】
　ここで、図５及び図６において、貫通孔部３４に挿入される第二振動板３５の形状を薄
板状を呈するものを図示しているが、これに限定されるものではなく、例えば、半円球状
等の形状にすることにより、表板３２の響きや残響を適宜調整することが可能となる。
【００４８】
　上記構成を採用することにより、第二実施形態のギター３１は、表板３２に複数のサウ
ンドホールとして機能する貫通孔部３４を有し、さらに表板内面３６に取設されたブレー
スバー３３によって音特性をより向上させることができる。
【００４９】
　次に、参考例としての第三実施形態のギター５１について、図７に基づいて説明する。
ここで、図７は第三実施形態のギター５１の表板５２の構成を示す断面図である。第三実
施形態のギター５１は、図７に示すように、表板５２の表板内面５３に切削加工して形成
された凹部５４と、該凹部５４に緩挿して貼着されるコーン部５５を具備するものである
。すなわち、既に述べた第一実施形態のギター１において、ブレースバー３の構成を省略
したものである。
【００５０】
　上記構成であっても、表板５２の振動の調整をすることが可能となる。ここで、凹部５
４を形成しないで、コーン部５５を表板５２に直接取設した場合、コーン部５５によって
表板５２の振動を抑制する結果となり、音が小さくなるなどの不具合が発生する可能性が
ある。そのため、コーン部５５をできる限り薄くし、表板５２の振動を阻害しないように
するとともに、かつ凹部５４を深く形成することにより、音特性の向上を図ることが可能
となる。また、凹部５４及びコーン部５５の構成を裏板（図示しない）に設けた場合であ
っても、同様の音特性の向上を図ることが期待される。
【００５１】
　次に、参考例としての第四実施形態のギターについて、図８に基づいて説明する。ここ
で、図８は第四実施形態のギター６１のブレースバー６２及び魂柱６３の構成を示す（ａ
）内部構造を示す説明図、（ｂ）Ｃ－Ｃ断面図、（ｃ）ブレースバー６２の構成を示す斜
視図である。なお、ギター６１の基本的な構成は、前述した第一実施形態等のギター１等
と略同一のものであり、説明を簡略化するため、ここでは相違する構成のみについて説明
を行うものとする。
【００５２】
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　第四実施形態のギター６１は、図８に示すように、表板６４の表板外面６５に設けられ
たブリッジ６６と相対する位置の表板内面６７に設けられたバー基礎部６８、及びバー基
礎部６８の上面６９と接続し、ブリッジ６６の長手方向に対して直交する方向に延設され
た略棒状の振動部７０（図８（ａ），（ｃ）参照）を有し、側方から観察するとＴ字形状
に形成されたブレースバー６２（図８（ｂ），（ｃ）参照）と、振動部７０のそれぞれの
先端７１ａ，７１ｂから垂設され、柱先端部７２が裏板７３の裏板内面７４に取設された
コーン振動調整部（図示しない）の一部と接続した魂柱６３とを有して構成されている。
ここで、コーン振動調整部は、先に示した第一実施形態のギター１と同一の作用効果を奏
するものであるため、ここでは説明を簡略化するために、当該説明及び図８における図示
を省略している。そのため、図８では、裏板内面７４に柱先端部７２が直に接している。
なお、コーン振動調整部は、第一実施形態のギター１と同様に、溝部振動調整部にするも
のであっても構わない。
【００５３】
　すなわち、ギター６１の表板６４及び裏板７３の間には、ブレースバー６２及び魂柱６
３が介設されるようになっている。このとき、魂柱６３の柱先端部７２は、裏板内面７４
に取設されたコーン振動部の一部と接しておれば、接着剤等の固定手段によって固定され
ていなくともよい。
【００５４】
　上記構成により、表板６４及び裏板７３の振動の調整をすることが可能となる。すなわ
ち、係る構成の際に弦を弾くと、ブリッジ６６を介して表板６４に振動が伝達し、さらに
ボディ内部の中空空間７５の空気が振動する。また、ブレースバー６２及び魂柱６３を介
して裏板７３にも伝達される。このとき、ギター６１は、表板６４及び裏板７３を連結す
るブレースバー６２及び魂柱６３を有しているため、ブレースバー６２及び魂柱６３を通
じても裏板７４に伝達されることとなる。特に、ブレースバー６２の振動部７０がブリッ
ジ６６に直交し、互いの先端７１ａ，７１ｂからそれぞれで裏板内面７４と接する一対の
魂柱６３が設けられていることにより、弦の振動がブリッジ６６を挟んで、ギター６１の
上下にそれぞれ伝達されることとなり、音量の増大が期待される。
【００５５】
　次に、本発明の第五実施形態のギターについて、図９に基づいて説明する。ここで、図
９は第五実施形態のギター８１の構成を示す（ａ）正面から見た内部構造を示す説明図、
（ｂ）内部振動板８２及び振動バー８３の当接状態を斜視図である。なお、ギター８１の
基本的な構成は、前述した第一実施形態等のギター１等と略同一のものであり、説明を簡
略化するため、ここでは相違する構成のみについて説明を行うものとする。
【００５６】
　第五実施形態のギター８１は、図９に示すように、表板８４の表板外面８５に取設され
たブリッジ８６の長手方向に沿って配され、互いに対向する側板８７ａ，８７ｂの側板内
面８８の間に架渡すように表板８４の表板内面８４ａに対して直交して取設され、ボディ
８９の内部の中空空間９０を上下に二つに区画する内部振動板８２と、表板８４の略中央
付近に設けられたサウンドホール９１の下方に穿設され、第二共鳴空間９２（詳細は後述
する）と連通する第二サウンドホール９４と、表板内面８４ａに取付板９３ａを介して取
付けられた台形状の支持部９３と、支持部９３の頂部から垂設され、バー先端部９５が内
部振動板８２に取設された円板状の接続部９６と接続してなる略棒状の振動バー８３とを
具備して主に構成されている。なお、内部振動板８２は、側板内面８８に設けられた一対
の挿止爪９９の間に挿入することによってギター８１に取設されている。このとき、内部
振動板８２の一辺（下辺）は、表板内面８４ａと接しておらず、所定の間隔の隙間Ｗが形
成されている。
【００５７】
　ここで、内部振動板８２によって区画された中空空間９０は、該内部振動板８２を境界
にギター８１の上部に相当し、サウンドホール９１と連通する第一共鳴空間９８と、ギタ
ー８１の下部に相当し、表板８４に穿設された第二サウンドホール９３と連通した第二共
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所近傍には、空孔（図示しない）が設けられ、第一共鳴空間９８及び第二共鳴空間９２と
連通している。
【００５８】
　さらに、支持部９３に垂設された振動バー８３と内部振動板８２の接続部９６と一部と
が接することにより、内部振動板８２の振動を適度に規制することができる。これにより
、さらに音量の増大が期待される。なお、振動バー８３のバー先端部９５と内部振動板８
２の円板状の接続部９６の間には、振動を確実に伝達するために硬質の木材等からなる接
続伝達部９７が設けられている。
【００５９】
　上記構成により、内部振動板８２により、中空空間９０を二つの空間９２，９８に区画
することができ、これによりボディ内部の音の共鳴を良好なものとすることができる。さ
らに、内部振動板８２自体も振動することにより、音量の増大がさらに発揮される。なお
、前述したように、内部振動板８２は側板内面８８及び一対の挿止爪９９によって中空空
間９０に固定されており、表板８４の表板内面８６とは接していない。そのため、表板８
４の振動を阻害することがない。その結果、音特性の向上したものとすることができる。
【００６０】
　以上、本発明について好適な実施形態を数例挙げて説明したが、本発明はこれらの実施
形態に限定されるものではなく、以下に示すように、本発明の要旨を逸脱しない範囲にお
いて、種々の改良及び設計の変更が可能である。
【００６１】
　すなわち、第一乃至第三実施形態において、円板状のコーン部４等を使用するものを示
したが、これに限定されるものではなく、例えば、円錐形状、半円球状、及び波形状の種
々の形状のコーン部４を用いることが可能である。これにより、調整される音の特性を微
妙に変化させることが可能となり、ギター１等の弦楽器によって発せられる音の共鳴等を
豊かなものとすることができる。
【００６２】
　さらに、第四実施形態において、Ｔ字形状のブレースバーを用いたものを示したが、こ
れに限定されるものではなく、Ｌ字形状のブレースバーを構成し、一本の魂柱６３が裏板
内面７４と当接するものであっても構わない。これにより、裏板内面７４に伝達される振
動を調整することができる。
【００６３】
　また、第五実施形態において、内部振動板８２によって、中空空間９０を二つの空間９
２，９８に区画するものを示したが、これに限定されるものではなく、二つ以上の複数の
空間に区画するものであっても構わない。係る空間の位置、大きさ等は内部を共鳴する音
の振動に大きな影響を及ぼすものと推定され、これらを調整することにより、音の特性の
向上に大きく貢献することができる。
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